
6広報ひかわ  2014.87 広報ひかわ  2014.8

１
．趣　

旨

①
町
民
の
人
権
に
つ
い
て
の
意
識

を
高
め
ま
す
。

②
応
募
作
品
の
展
示
や
発
表
を
通

し
て
、町
民
へ
の
人
権
啓
発
を
図

り
ま
す
。

２
．主　

催

　

氷
川
町
人
権
啓
発
推
進
協
議
会

３
．対　

象

①
児
童
・
生
徒
の
部

　

氷
川
町
内
の
小
・
中
学
校
に
通

学
し
て
い
る
児
童
生
徒

②
一
般
の
部

　

①
を
除
く
氷
川
町
に
住
ん
で
い

る
人

４
．周　

知

　

児
童
・
生
徒
の
部
は
、各
学
校
へ

募
集
案
内
に
よ
り
周
知
。

　

一
般
の
部
は
、町
広
報
誌
お
よ
び

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
り
周
知
。

５
．作
品
の
内
容

〈
人
権
に
関
す
る
内
容
〉

①
部
落
差
別
と
人
権
、子
ど
も
と

人
権
、障
が
い
者
と
人
権
、高
齢

者
と
人
権
、女
性
と
人
権
、い
じ

め
問
題
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
権

問
題
。

②
命
の
尊
さ
や
大
切
さ（
戦
争
と

平
和
、環
境
な
ど
）。

『
氷
川
町
人
権
啓
発
作
品
』募
集

み
ん
な
で
築
こ
う
人
権
の
世
紀

③
く
ら
し
や
身
の
回
り
の
体
験
や

出
来
事（
学
校
・
家
庭
・
地
域
の

こ
と
な
ど
）。

④
自
分
の
進
路
、生
き
方

⑤
男
女
で
築
く
豊
か
な
社
会

⑥
そ
の
他

６
．応
募
部
門

　

人
権
に
関
す
る
作
品
で
未
発
表

の
も
の
、１
人
各
部
門
を
通
じ
て
１

点
の
み
に
限
り
ま
す
。

①標　　語 Ａ４サイズの用紙に記入

②書　　道

「じんけん」「人権」「人権啓発」
など（必ず清書用紙）
「差別をなくそう」など（必ず小
型条副用紙）
※題名以外でも人権に関するも
のであれば可

③ポスター 四つ切サイズ

８
．審　

査

①
各
部
門
か
ら
各
学
年
・
一
般
３

点
ず
つ
選
出
し
、入
選
作
品
と

し
ま
す（
た
だ
し
、入
選
作
品
が

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
）。

②
入
選
作
品
か
ら
各
部
門
で
各
学

年
・
一
般
１
点
を
優
秀
作
品
と

し
て
選
出
し
、残
り
の
作
品
を

佳
作
と
し
ま
す
。

③
優
秀
作
品
者
に
は
、記
念
品
を

贈
り
表
彰
し
ま
す
。

④
全
応
募
者
に
参
加
賞
を
贈
呈
し

ま
す（
た
だ
し
、こ
の
応
募
実
施

要
項
を
満
た
す
応
募
者
に
限
り

ま
す
）。

⑤
原
則
と
し
て
、応
募
作
品
は
返

却
し
ま
せ
ん
。た
だ
し
、学
校
経

由
の
応
募
作
品
に
つ
い
て
は
、学

校
を
経
由
し
て
年
度
末
ま
で
に

返
却
し
ま
す
。

９
．作
品
の
発
表
お
よ
び
使
用

　

入
選
作
品
は
、次
の
と
お
り
、人

権
啓
発
に
関
す
る
広
報
な
ど
に
お

７
．応
募
期
限
と
提
出
先

　

締
切
日　

９
月
５
日
㈮（
厳
守
）

　

提
出
先　

氷
川
町
役
場 

総
務
課

い
て
、発
表
お
よ
び
使
用
し
ま
す
。

①
広
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

②
各
小
・
中
学
校
お
よ
び
人
権
啓

発
講
演
会
会
場
な
ど
で
の
展
示

③
懸
垂
幕
、看
板
、の
ぼ
り
な
ど
で

の
掲
示

※
な
お
、応
募
作
品
の
著
作
権
は
、

主
催
者
に
帰
属
し
ま
す
。発
表

お
よ
び
使
用
す
る
際
に
原
案
を

編
集
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

10
．作
品
の
応
募
に
つ
い
て

《
児
童
・
生
徒
の
部
》

　

応
募
に
つ
い
て
は
、各
学
校
を
通

し
て
の
応
募
と
な
り
ま
す
。

《
一
般
の
部
》

◆
応
募
方
法

・
作
品
に
は
住
所
、氏
名
を
記
入

◆
お
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先

　

氷
川
町
役
場 

総
務
課 

行
政
係

　

☎
52
・
７
１
１
１

児
童
扶
養
手
当
制
度

ご
存
じ
で
す
か
？

　

父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、父
ま

た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

な
い
児
童
を
養
育
す
る
家
庭
に
対

し
、自
立
促
進
の
た
め
に
支
給
さ
れ

る
手
当
で
す
。

◆
受
給
資
格
者

　

次
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る
18

歳
に
達
す
る
日
以
後
の
、最
初
の
３

月
31
日
ま
で（
特
別
児
童
扶
養
手

当
を
受
給
、ま
た
は
同
等
の
障
が
い

の
状
態
に
あ
る
場
合
は
20
歳
未
満
）

の
児
童
に
つ
い
て
①
監
護
し
て
い
る

母
②
監
護
し
て
生
計
を
同
じ
く
す

る
父
③
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児

童
を
養
育
し
て
い
る
養
育
者
で
す
。

【
支
給
要
件
】

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
が
い

（
国
民
年
金
の
障
害
等
級
１
級

程
度
）の
状
態
に
あ
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
児
童

・
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１

年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ

Ｖ（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
）保
護

命
令
を
受
け
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引

き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て

い
る
児
童

・
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た

児
童

・
児
童
を
懐
胎
し
た
と
き
の
事
情

が
不
明
で
あ
る
児
童

※
支
給
要
件
に
該
当
し
て
い
て
も
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

・
受
給
資
格
者（
父
、母
ま
た
は
養

育
者
）も
し
く
は
児
童
が
日
本

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い

・
受
給
資
格
者（
父
、母
ま
た
は
養

育
者
）が
公
的
年
金
給
付（
老
齢

福
祉
年
金
を
除
く
）を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る

・
対
象
児
童
が
父
ま
た
は
母
の
死

亡
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

・
対
象
児
童
が
労
働
基
準
法
な
ど

の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
、事
由
発
生

か
ら
６
年
を
経
過
し
て
い
な
い

・
対
象
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な

ど
に
入
所
し
て
い
る
か
、里
親
に

委
託
さ
れ
て
い
る

・
対
象
児
童
が
父
ま
た
は
母
の
配

偶
者（
事
実
婚
と
同
様
の
事
情

を
含
む
）に
養
育
さ
れ
て
い
る

・
対
象
児
童
が
受
給
者
で
な
い
父

ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
る（
父
ま
た
は
母
が
障
が
い

の
状
態
の
と
き
を
除
く
）

・
受
給
資
格
者
が
養
育
者
で
あ
る

場
合
、児
童
と
別
居
し
て
い
る

◆
支
払
期
間
お
よ
び
支
払
日

　

原
則
と
し
て
、毎
年
４
月
、８
月
、

12
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で

の
、４
カ
月
分
の
手
当
を
支
給
し
ま

す
。

◆
所
得
に
よ
る
支
給
制
限

　

受
給
資
格
者
の
前
年（
１
月
分

か
ら
７
月
分
は
前
々
年
）の
所
得

額
に
、養
育
費
の
８
割
相
当
額
を

加
算
し
た
額
が
、所
得
制
限
限
度

額
以
上
で
あ
る
場
合
は
、手
当
額
の

全
部
ま
た
は
一
部
が
支
給
停
止
と

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、扶
養
義
務
者（
受
給
資
格

者
の
配
偶
者
、生
計
同
一
の
直
系
血

族
お
よ
び
兄
弟
姉
妹
）の
所
得
額

が
所
得
制
限
限
度
額
以
上
で
あ
る

場
合
は
、全
部
支
給
停
止
と
な
り

ま
す
。

　

認
定
請
求
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、

町
民
環
境
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。事
前
に
支
給
要
件
に
該
当

す
る
か
ど
う
か
の
確
認
を
行
い
、必

要
な
書
類
を
お
渡
し
し
ま
す
。

　

ま
た
、請
求
時
に
必
要
と
な
る

書
類
は
、支
給
要
件
や
世
帯
の
状

況
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、

ご
理
解
く
だ
さ
い
。

　

８
月
は
児
童
扶
養
手
当
現
況
届

の
提
出
月
で
す
。対
象
者
に
は
現
況

届
を
送
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、必

要
書
類
と
一
緒
に
８
月
15
日
㈮
ま

で
に
、町
民
環
境
課
ま
た
は
宮
原

振
興
局
総
務
振
興
課
へ
提
出
を
お

願
い
し
ま
す
。現
況
届
の
提
出
が
な

い
と
、８
月
分
以
降
の
手
当
の
支
給

が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
の
で
、ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　

児
童
扶
養
手
当
額
よ
り
も
定

額
の
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
す

る
場
合
に
、そ
の
差
額
分
の
手
当

を
支
給
で
き
る
よ
う
に
法
改
正

が
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。詳
細
に

つ
い
て
は
、決
定
次
第
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
環
境
課　

町
民
環
境
係

　

☎
52
・
５
８
５
１（
直
通
）

児
童
扶
養
手
当
と
は

児
童
扶
養
手
当
の
認
定
請
求

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
の
提
出

扶養親族の数
受給資格者本人 配偶者および

扶養義務者全部支給 一部支給
0 人 19 万円 192 万円 236 万円
1 人 57 万円 230 万円 274 万円
2 人 95 万円 268 万円 312 万円
3 人 133 万円 306 万円 350 万円
4 人 171 万円 344 万円 388 万円
5 人 209 万円 382 万円 426 万円

支払期間 支払日
12 月分～ 3 月分 4 月 11 日
4 月分～ 7 月分 8 月 11 日

8 月分～ 11 月分 12 月 11 日

児童数 全部支給額
（月額）

一部支給額（月額）
※ 10 円単位で設定

1 人 41,020 円 41,010 円～ 9,680 円
2 人目 5,000 円を加算

3 人目以降 1 人につき 3,000 円を加算

※金融機関が休業日
　の場合は、直前の
　休業日でない日が
　支払日になります。

し
て
く
だ
さ
い
。標
語
・
書
道
作

品
の
場
合
は
表
面
に
、ポ
ス
タ
ー

作
品
の
場
合
は
裏
面
に
記
入
し

て
く
だ
さ
い
。

※
氏
名
は
提
出
さ
れ
た
表
記
で
発

表
し
ま
す
。

◆
注
意
事
項

・
氏
名
を
発
表
し
ま
す
の
で
、匿

名
・
仮
名
作
品
は
認
め
ま
せ
ん
。

・
作
品
に
つ
い
て
は
人
権
を
侵
さ

な
い
よ
う
に
配
慮
し
、確
認
の
上
、

推
敲
お
よ
び
清
書
し
、そ
の
ま

ま
載
せ
て
よ
い
状
態
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

平成25年度  優秀作品（会長賞･副会長賞受賞作品）
【
ポ
ス
タ
ー
の
部
】会
長
賞　

　

竜
北
西
部
小
５
年　

那
須　

鈴
杏
さ
ん

【
書
道
の
部
】副
会
長
賞　

竜
北
中
３
年　

山
下　

智
帆
さ
ん

【
標
語
の
部
】副
会
長
賞　

竜
北
中
３
年　

西
田　

早
希
さ
ん

　
「
あ
り
が
と
う
」　

些
細
な
言
葉
が　

嬉
し
く
て

児童扶養
手当

児童
医療費
助成制度


